
化学療法を受ける子どもと家族-の内服に関する援助

一実践報告-

化学療法を受ける子どもと家族-の内服に関する援助

渡遁詩穂美1西原静香1白坂真紀:桑田弘美ご川根伸夫1

1滋賀医科大学医学部附属病院　コ滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座

要旨
小児看護における内服困難とは、経口摂取に特に問題がないにも関わらず、処方薬を子どもが飲めない、あるいは母

親が内服させられない状況を指す,今回,化学療法を受けている内服困難な状況にあった患児に対して、看護師だけで
なく医師・薬剤師・保育士と連携して関わり、患児に合った内服方法を導き出せた.,その看護の経過を振り返り、患児
とその母親-の服薬支援について考察したこ,
内服援助の実際では、はじめは効果的な内服方法がみつからず、苦みが強く飲みにくい内服薬は1回の内服に1時間

以上かかったり、内服できずに点滴投与となることも。あった.、内服薬の形態の変更や、シロツゾや好みのジュー刈こ溶
かす等の工夫を試みたがどの方法も苦みの強い薬を内服する事には適さなかった,母親と話し合いながら、根気強く児
や母親に理解を促す介入を行った=.最終的にカプセル化による内服の成功体験を実現させ、他の処方薬もスムーズに内
服できるようになった.
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Iはじめに

化学療法を受ける患者は、治療により骨髄抑制、消

化器症状などの強い副作用を引き起こす=　それらを予

防するためにも内服治療が重要となる。それらの薬剤

は小児用に作られているわけではないため苦くて飲み

にくいものも多く、薬の種類も多いo　児も初めの1種

執ま内服できていたが、次に苦味の強い薬が増えたこ

とで内服できなくなった.=　当病棟では内服困難な子ど

もに対して、錠剤を散剤やシロップに変更する・散剤

をシロップで溶く・ジュースに浪ぜるなどの対応を行

っている{:.児にもこれらの方法を用いて経口与薬を試

みたがうまくいかなかった。母親は内服を嫌がる児に

対して、 「かわいそう」という気持ちが先行し積極的に

飲ませることができないでいた.:.小児看護におけるr内

服困難」とは、経口摂取に特に問題がないにも関わら

ず、処方薬を子どもが飲めない、あるいは母親が内服

させられない状況を指す=　先行研究では、内服困難

な児に対して薬剤をアイスクリームやゼリーなど

で包むなど補助食品を利用して援助する手法がみ

られ、その効果について述べたものが多いl)-31.,今

回の事例は、内服困難にあった児とその母親に対して、

看護師だけでなく、医師・薬剤師など他職種との連携

で児に合JJた内服方法が導きLUせ、さらに母親の意識

改革にもつなげることができた。

小児の内服援助についての研究は、短期治療の患児

の内服状況に対する調査や症例報告が多く今回、この

事例を振り返り、内服困難のある子どもやその母親-

の援助、母親の服薬支援への工夫を明らかにすること

を目的とし、今後の内服指導に還元したいと考えた。.

Ⅱ患者紹介

1.ケースの紹介

患児:男児、 5歳9カ月

診断名:急性リンパ性白血病(批ute lymphc町tic

leukemia :Aは)

病識: 「身体の中に憩いヤツがいて元気がないから、薬

を飲んだり、注射をして悪いヤツをやっつけなくては

ならない=」と説明されている.=

家族背景:父親(会社員) ・母親(主碩) ・妹(3歳) ・妹(l

歳)の5人家族

2.ケースの背景

入院1ケ月前から胃腸炎の症状と易疲労感出現=

2011年4月15日精査のため入院〕入院3日目骨髄穿

利の結果からALLと診断される。 4日目からALL

cc1ぷGスタンダードリスクの寛解導入療法より治療

開始となる。 5日目より内服治療が開始となる.ユ初め

は苦みがないものだったためスムーズに内服できた.:.

6日目より二次感染を防ぐために苦みの強いST合剤

が内服開始になった=　ST合剤が苦いためこの時より

内服困難になった, 6日目の朝は父親の促しで内服で

きたが、それ以降は付き添いが母親のため母親の促し

では、口に含んでも吐き出し、単シロップを使用して

も内服できなかJJた,3.内服を拒否する児に対し医師と

看護師で説得しても児は黙っていることが多く、医師

や看護師から促されると、泣きながら母親を蹴ったり

して反抗していた。.母親は児に対してrかわいそう」

という気持ちが強く、積極的に内服させることができ

ないでいた。
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乱　倫理的配慮

研究実施前に院内倫理委員会の承認を得た。対象者

に研究の目的を説明文書に基づき説明し、協力を得た.:.

得たデータの匿名性を保証し個人のプライバシーを保

持することを約束した。また、調査への協力を辞退さ

れてもなんらの不利益を被らないことを説明した,〕

Ⅲ看護の実際

I.入院期間:2011. 4. 15-2011. 12. 15

2.看護上の問題点、目標、計画

1)問題点

抗菌作用薬をはじめとした内服困難

2)目標

児が内服を認識して、薬を飲むことができる,」

:3)計画

OP:

①　内服状況、方法

②　児の反応(言葉・態度・衷情)

③　児に対する家族の反応

④　内服に関する認識

①　児・家族の考えに理解を示す態度で関わる。l

②　家族と協力して児-の声かけや内服を促すコ

③　内服の必要性をテーマにした絵本を作成する.=

④　薬剤師・医師と連携して薬の形態を検討する.I.

⑤　薬剤師と服薬指導をする。〕

⑥　児とともに親も内服の必要性が理解でき、内服

援助に積極的になれるよう、治療・疾患につい

ての知識の提供や効果的な内服方法を提案する.:.

⑦　「お薬飲めたね表」の作成し、内服できた時に

シールを貼ってもらう.=そして思い切り褒める.=

⑧　児・家族の気持ちを傾聴する.:-

EP:

①　何か困ったことがあれば言ってくださいo

②　A君が内服できたときは一緒に褒めましょうl‥.

3.看護の経過(表1参照)

1)内服拒否時のケア

児に内服の必要性を説明するが、 5歳という年齢か

ら必要性がわからないわけでもないが、薬を飲みたく

ないという思いの方が強くなっていると考えた,=　子ど

もの内服には母親の協力が不可欠である.ユ　まずは母親

の内服に対する認識不足をなくすことが大切だと考え、

母親に内服の必要性を説明した。母親は内服の必要性

を理解し、否定的な表現は減少したが、内服状況は変

わらなかった:.

入院7日目よりプレドニゾロン(pred山solon:PSL)

は点滴から内服へ移行予定だったが、点滴投与となっ

た.ユ　医師は両親に対し疾患、治療について説明し看護

-53-

師は、入院や内服の必要性を、児の年齢に合わせた絵

本を作成し説明した.=

2)非効果的な内服方法-のケア

内服拒否する児に、母親は薬が混ざっていることを

隠して内服させていたo薬をコップl杯のお茶や牛乳

に溶かすが、 1口飲んだところで誤ってこぼすなどし

て、確実に飲みきることができなかったリそのため看

護師は、母親に少量の水やお茶に溶かすように提案し

た、少量の水やお茶で内服できていた,コ

ST合剤-の拒否が強いため、頼粒から粉砕に変更

し変更直後は、内服できたが続かず15日目に錠剤へ

と変更となった。錠剤になってから母親は食べ物に

湛ぜて内服させる工夫をしていた,コ　しかし半鐘を大根

の中に混ぜ込んだ際には吐き出し、丹親と看護師が説

得するが強く拒否した。.そのため、粉砕に戻りご飯の

上にふりかけるなどの対応をしていたo Lかし看護師

は、ご飯に混ぜると全量摂取できない・ご飯嫌いにな

る可能性があることを考慮しその方法はできるだけ避

けるよう母親に伝えた,‥,実際、ご飯にかけて最後まで

摂取できないことがあった,:。牛乳やジュースに溶かす

方法でなんとか内服できていたが、 5歳という発達段

階で児にごまかしながら内服させるのではなく、児が

薬だと認識して内服するのが好ましいと考えた.コ.

3) 「お薬飲めたね表」の作成

内服拒否に対し看護師間で情報共有のためカンファ

レンスを行った.,スタッフ間の情報を共有し児と母親

への対応を統一したL=.例えば、内服できたかどうかを、

逐一母親に尋ねると、母親のストレスにもつながるた

め、内服の確認はできるだけ小児観察用紙に記入して

もらい、それで確認するようにした,=　内服できている

ときは児を褒めた。内服が時間通りにできていない状

況で毎回母親に内服状況を尋ねると、母親の表情は曇

りはだなんです。」とうつむき加減で返答していたた

め、逐一母親に内服できたかを尋ねることは母親にと

ってもストレスになっていると考えられた,‥.

入院26日目に「お薬飲めたね表」(写真1)を作成し、

内服ができたら自分の好きなシールを貼ってもらうよ

うにした=,シールをご褒美としてまたはシールを貼る

ことで児ががんばったことを児が見て分かるようにし

た,=児は、できなくてもシールを貼ることはあったが、

シールに興味を示し、内服できたら貼ることを楽しん

でいた.,この「お薬飲めたね表」は今でも継続してお

り、児のがんばった証拠として今までの成長を褒める

材料にもなっている.=
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写真1お薬飲めたね衷

4)薬剤師と連携した服薬指導とケア

入院27日目、母より薬剤師に朝の内服薬の種類が

多いことを相談され、薬剤師・主治医と相談のもと朝

のみの薬を昼に変更した　33日目よりPSLの内服が

開始となった　34日目よりPSLの副作用により気分

のムラがみられ、今まで飲めていた薬剤も拒否するよ

うになったru　だが時間はずれるがサイダーに溶かして

少しずつ内服できた　PSLが錠剤で飲めていたため、

児より他の内服も錠剤での内服希望あった。そのため

薬剤師はカプセルを児に見せて試し、児が内服できた

ため42日目から1種頬をカブセJレにし、 ST合剤を錠

刺-変更した。.またST合剤は半錠だったが、より小

さい方が内服しやすいとのことで薬剤師の関わりにて

1/4錠に分割されたl二,また他の粉薬も錠剤-の移行を

母親は希望されたが、錠剤にできなかったためオブラ

ートに包むことを薬剤師が提案したが、母親は「オブ

ラートはすぐに溶けてしまいそう」とのことで試さな

かった。一

入院61日目より、抗がん剤の内服開始となる。水

で内服すると2時間かかり、半量のみ内服した。薬剤

師の許可があり母親の希望で児の好きなオレンジジュ

ースで内服することになった.=　すぐにはできず主治医

や保育土とともにベッドサイドで「体の中のばい菌を

やっつけるものだから飲まないといけない」と説明し、

l一度飲めていた薬だからAくんなら飲めるはず」と

2-3時間かけて励まし、泣きながら内服できた　PSL

はどうしても内服できず主治医の判断で点滴投与とな

った。〕 62　日目は母親に怒鳴り散らし内服できず、 61

日目と同様主に主治医にて4時間かけて説明や励まし

ながら内服できた。 63日目もPSLの内服ができず、

昼はPSLを口に含んだまま、食物残法とともに多量に

鳴吐した.=　この日はお楽しみ会があり児も楽しみにし

ていた., rお楽しみ会に早くいこうよ」と保育士ととも

に説得し飲み直しする,:,連口数時間かけての内服だっ

たため、夜分のPSLの内服は厳しい状況だった。看護

師が以前カブセ′Hこ詰めて内服の援助をしていた経験

があり、主治医を通して薬剤師にPSLのカプセル化を

依頼し、夜分をカプセルで試すと児はスムーズに内服

できた。飲みにくかったST合剤もカプセル化されて

から、スムーズに内服できるようになった。 PSLと

ST合剤のカプセル化で、その他の薬はジュースに溶

くことでスムーズに内服できるようになった。

5)児の内服困難に関する母親の思い

内服が成功した後、母親に児の内服における思いや

看護師の石J)内服援助等についてインタビューを手了っ

た.,.以下に、その要約を示す.:.

児は元々粉薬であれば内服できており、入院後内服

開始になっても簡単に内服できると考えていた.=　だが

ST合剤が内服開始になってから内服を拒否するよう

になり母親に大きな負担となった,:,内服の必要性につ

いては、絵本で説明されたことや医師から何度も説明

されたことで重要だと感じていたが、児が内服困難を

示し、どうしようという思いが強く、どうにかして飲

ませないといけないと感じていた。その際の医師や看

護師・薬剤師などの励ましの言菜や内服困難への援助

には感謝している。‥,また、医療者から母親に何度も内

服確認のために声をかけることについては、心の負担

ではなく、むしろ気にかけてもらっていると安心でき

たということであった.:.そして内服ができるようにな

ったきっかけに関して、母親としてもカブセ/レ化にな

ったことだと感じていた。また「お薬飲めたね衷」に

関しては児の中でシールを貼ることが日課になり、褒

められることが嬉しく楽しんでいたということであっ

た._

Ⅳ考察

1.内服拒否時のケアについて

子どもの内服困難の理由の一つとして、薬の必要性

が理解できないことがあげられるl:。幼すぎる場合は、

必要性を理解することは難しいが、今回の対象児は5

歳の幼児期後期の子どもである.=鉄野らは、幼児期後

期は指示を受け止め従う能力が高まり、仲間との能力

が高まる、説明に対して少しわかるようになる41と述

べている.=　つまり児は薬の必要性を児が分かる言葉で

説明すれば理解できる発達段階にあるoそのため、児

が理解しやすいよう絵本を作成し、簡潔な言葉で、な

ぜ薬を飲まないといけないのかを説明することは、内

服困難-の援助として重要だったといえるl:,しかし対

象児は、薬の必要性については、理解できていたが、

味や形状に問題があり、薬を飲みたくないという思い

が強く、絵本で説明するだけでは、直接内服困難を解

消するには至らなかった.:.しかし、理解を促す介入を

行うことはできたと考えるo　また、子どもの内服には

家族の協力が不可欠であるo母親にも絵本を使って説

明したことや医師からも治療上内服が必要不可欠であ

ることを説明したことは、母親自身が内服の重要性を

理解することができたとインタビューの中で感謝を述

べていることから有効だったと言える,コ
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2.非効果的な内服方法へのケアについて

母親は、児に食べ物等に薬を混ぜて内服させていた,=

この方法で、初めは児も気づかず内服できていたが、

すぐに薬が混ざっていることに気づいたり、大量の食

べ物や飲み物に少量の薬を混ぜるため、完食できなか

った.コ.そのことに対して医療者から、効果的な内服方

法を指導することで改善を図ることができたlコ

幼児期前期までは児が気づかないように、ジュース

などに薬を混ぜるという方法も工夫の一つとしている

例もある。しかし幼児期後期では、児に気づかない

ように内服させる方法は見当たらなかった。また発達

段階を考慮した介入が必要であることや、今後も内服

治療を継続していかなければならないことから、薬と

認識して内服する必要があると考えられるリ

3. 「お薬のめたね表」の作成について

「お薬のめたね表」は、シー/レを貼るという遊びの

要素や飲めたら褒めるという行動にもつながっている。

褒められることで小児は、自信や達成感などの快感や

心理的ゆとりを得ることができる聖　田辺らIt,機嫌を

とって褒めたり、まねをさせて飲ませるという工夫は

小児の模倣を活用し、内服行為を不快なこととして認

識させない方法である7)t述べている.:.実際、母親か

らも「お薬のめたね表」のシー/レを貼ることは、児の

中で日課になっており、褒められることが嬉しく楽し

んでいたと言っていた。‥。これらのことから「お薬のめ

たね表」の作成は児の成長発達を考えた達成感を感じ

させる援助として有効である。よって今後内服困難の

介入の一つとして活用できると考えられる0

4.薬剤師と連携した服薬指導とケアについて

治療上の副作用により気分にムラが生じたためさら

に内服困難が強くなった.=何度も主治医や保育士、看

護師が内服の必要性を児に説明し、時間をかけて励ま

すことで何とか内服していた。このように、児の嫌だ

という気持ちを理解し、その気持ちを受け取りながら、

時間をかけてじっくり対処することで、拒否したから

といって内服しなくてよいものではないということを

身をもって体験し、児自身も内服の必要性を理解する

ことができ、その結果内服できたと思われる.I.また、

母親が「みなさんが気にかけてもらったから頑張れた」

と話したことからも医師・看護師・薬剤師・保育士が

母親と協力して、その都度時間をかけて介入したこと

が、母親にも信頼と安心を持てたと考えられたコ.さら

に看護師が、内服困難な児に対して、以前カプセルに

詰めて内服の援助をした経験を生かし、薬剤師に提案

したことで、薬剤のカプセル化が実現し、飲みにくか

った薬が内服できるようになった。幼児期は生活習慣

を確立するとともに、自律性・主体性が育っ時期であ

り、それには達成感の獲得や成功体験の自覚が大きな

影響を及ぼす。子どもに自己効力感を育むためには、

子どもが「できた!」 「わかった!」と感じる体験、子

どもにとっての「成功体験」を見つけてやることが大

切となるSIと石川は述べている.=　薬剤のカプセル化に

よって自覚された成功体験が、その他の内服もスムー

ズにできることに繋がり、児の内服困難は解消された

と思われたlコ

5.まとめ

内服困難のある子ども-の援助や母親-の服薬支援

の工夫は以下のとおりである,:.

1)看護師が絵本を始めとして、児や母親に理解を

促す介入を根気よく行った。

2)母親と話し合いながら、母親の非効果的な内服

方法への改善を行った,

3) 「お薬飲めたね表」の作成で、児の発達を考え

た達成感を感じさせる援助を行った.=.

4)医師や薬剤師や保育士と連携を図り、カプセル

化による内服の成功体験を実現させたo

Vおわりに

子どもの内服援助には、発達段階に応じた援助が重

要である。また、他職種が連携して時間をかけてその

子どもと家族に介入することで対象児にあった方法を

導き出すことができた。子どもへの内服援助は、一つ

の方法や考えにとらわれるのではなく、子どもの個性

や生活スタイルなどを考慮し、母親と共に工夫を重ね

る事、達成感や成功体験を持たせることが重要である

と思われたo

aiSE,

本研究にご協力くださいました、お子様、お母様、

に深く感謝いたします。〕
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表1.看護の経過

入院 日数 児の服薬 状況 母親の思い .行動 看護支援 アセスメン ト

7 日目 多量のお茶 ●牛乳に 児が薬を認識す ると拒 少量の水やお茶に溶か し 多量の水分に溶かすと、す

薬 を混ぜ て内 服 し 否するため、児が気づか て飲むように指導 したロ べてを飲みきれない可能性

た(児が気づかない

ように混ぜて),=

ないように飲ませた‥, が高いと判断 した。

12 日目～ S T 合剤の内服拒否 食べ物に粒 ぜた り、ご飯 S T 合剤頼粒→粉砕→錠 母の内服に対するI 夫はみ

が強いコ. にかけた りして内服 さ 剤→粉砕へ変更 した0 られたが、適宜服射 旨導を

せた= 母と一緒に説得 した)⊃ 行い、正 しい方法で内服 し

内服の重要性 は理解 し

た= 「どうにか して飲 ま

せないといけない」

正 しい服薬方法を指導 し

・k.ノ」Cl

て もらうよう関わった一つ

26 日目 「お薬飲めたね表」 「お薬飲めたね表」にシ 「お薬飲めたね表」の作 「お薬飲めたね表」を使 う

に シー ルを貼 る こ ー′レを貼 り、児を褒める 戒を し、内服できた ら褒 ことで児 も楽 しみ 、母も褒

とを楽 しんでいた:. ことができていた亡 めた田 めることができ、内服を促

す ことに役立っていたrJ

42 日目 カプセ ル製剤 の も カプセルが内服で きた 薬剤師に依頼 し、錠剤に 粉薬より固形の薬の方が飲

の を粉砕 で処 方 さ ことか ら、錠剤 も内服で できるものは錠剤に変更 みや すい と判断 したり

れていたが、カブセ きると考え、すべての薬 したl:l 錠剤にできない薬

ルの ま ま内服 を試 を錠剤に変更 してほ し にはオブラー トでの内服

すと内服できた:l いと希望 したウ をすすめたC-

6 1 日目～ 抗 がん剤 の内 服が 「また、飲めなくなって 主治医 .保育士 とともに 治療薬の副作用により、気

開始 されたC P S L の きた」 時間をかけて説得 した0 分のムラが出現 した0 再び

内服 を強 く拒 否 し 根気強 く説得 し、内服の 内服困難がみ られ るように

氏-1 大切さを伝えたn なってきた-

6 3 日目～ P S L は錠剤 で も苦 P S L のカプセル化によ P S L のカプセ ル化を主音台 カ プ セ ル 化 に よ っ て

くて飲 めなか った り内服できるよ うにな 医 ◆薬剤師に提案 した0 P S L ・S T 合剤が内服でき、

が、カプセル化で内 つたl3 r医療者の協力に S T 合剤 もカフセ ルに変 他の薬 もスムーズに飲 める

服できた:l 感謝 している」 更 した)‥, よ うになった=l
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